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チアリーディング練習のガイドライン 
（第4版） 

 
 
はじめに 

 
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）については、国内におけるワクチン接種が段階的に

始まりましたが、感染力が強いとされる変異株が検出されるなど新たな問題も出てきています。 
一般社団法人日本スポーツチア＆ダンス連盟、一般社団法人日本チアダンス協会、一般社団法

人Cheer&Dance Educationの3団体は、現在の状況を踏まえた上で、「チアリーディング練習の
ガイドライン（第4版）」を作成致しました。 

今回の改訂では、現在の学校等の活動状況を考慮し、「5.練習段階の目安」の見直しを行いま
した。なお、基本的な感染予防・衛生に対する措置や練習における注意点に大きな変更はありま
せんので、本ガイドラインや政府発表の「新しい生活様式」等を参考に、引き続き状況に見合っ
た練習内容の計画をしてください。 

このガイドラインは、可能な限り新型コロナウイルス感染のリスクを回避することを目的とし
ており、感染を完全に防ぐものではありません。また、本ガイドラインは現段階で得られている
知見等に基づき作成しています。今後の知見の集積および各地域の感染状況を踏まえて、逐次見
直すことがあり得ることをご了承ください。 
 

「新しい生活様式」の実践例 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html 

「3つの密を避けるための手引き」 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622211.pdf 

 
 
 
1. 練習にあたって （第3版からの内容変更無し） 

(1) 大前提として、学校・団体のある都道府県および市区町村の方針に従う。 
(2) 体力低下の懸念やマスクを着用しての練習であることを踏まえ、運動強度を調節し、熱

中症対策の観点からも適時休憩を入れ十分な水分補給を行う。 
(3) 感染の恐れがある場合には、練習に参加した選手の情報（連絡先・体調・接触者等）の

提供ができるよう、事前に体制を整えた上で練習を行う。 
(4) 練習参加中に問題があった場合に、すぐに保護者・家族へ連絡がとれるように連絡先を

集約しておく（特に未成年の場合）。 
(5) 出欠に関しては、各選手の体調面だけでなく、移動距離・手段なども総合的に判断した

上で決定する。 
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(6) 選手から指導者・責任者への練習前・練習中・練習後の体調報告に際しては、正しい 
情報の報告を徹底するとともに、感染の可能性がある選手が認められた時点で、練習 
中止の判断をすること。その場合には、学校や借用施設等の必要と思われる機関へ報告
する。 

(7) 発熱や症状（風邪の諸症状や倦怠感、息苦しさ等）があった選手は、一定期間（2週間程
度を目安とする）練習の参加を控え、37.5度以上の発熱がある場合は検査の受診を検討
する。 

(8) 選手本人に限らず、家族・同居人など接触のあった人物が感染もしくは感染の疑いが 
認められた場合には、該当選手は練習に参加しない。 
 
 

2. 個人（選手・指導者・責任者）の衛生に関して （第3版からの変更無し） 
＜出発前＞ 

(1) 練習のために自宅等を出発する前に検温し、体温・症状の有無等を指導者／責任者等の
管理者に報告する。 

(2) 管理者は発熱者や有症状者（風邪の諸症状や倦怠感、息苦しさ等）に対し、不参加を通
知する。 

(3) 練習着は毎回清潔なものを準備する。シューズ等の用具の消毒も行う。 
(4) 移動時には必ずマスクを着用する。 

＜練習前＞ 
(1) 練習会場に入る前に検温する。 

※ 接触系の体温計は基本的に共有しない。共有する場合は都度消毒する。 
(2) 管理者は発熱者や有症状者（風邪の諸症状や倦怠感、息苦しさ等）に対し、不参加を通

知する。 

＜練習中＞ 
(1) 体調に変化を感じた場合は速やかに申し出る。 
(2) 熱中症や十分な呼吸の確保等に注意を払った上でマスクを適宜着用する。 
(3) 顔（目・鼻・口等）を触らないように注意する。 
(4) 咳やくしゃみをする際は、布等で口や鼻を覆う。 
(5) こまめな手洗いを心がける。手洗いは十分に時間をかけて行う。 
(6) 大きな声は出さず、対面で会話をしない。 
(7) 手具等は基本的に共有しない。共有する場合は都度消毒を行う。 
(8) タオルや飲み物等を共有しない。 
(9) 飲食は指定場所以外で行わず、周囲の人となるべく距離をとって対面を避けて行う。 
(10) 各自の所持品は自身で管理する。 
(11) 指導者は、対面での指導や身体に触れる指導を避ける。 

＜練習後＞ 
(1) 体調に変化を感じた場合は速やかに申し出る。 
(2) 管理者は体調について確認を取り、体調に変化を感じた者は速やかに申し出る。 
(3) 移動時には必ずマスクを着用する。 
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＜帰宅後＞ 
(1) 体調に変化を感じた場合は指導者／責任者等の管理者に報告する。 
(2) 速やかにシャワーを浴びる。 
(3) 練習着等を洗濯する。 

 
 
3． 施設・設備の衛生に関して （第3版からの変更無し） 

(1) 練習再開にあたって、施設の消毒・換気を行う。 
(2) 練習会場に消毒液等を設置する。 
(3) 複数の人が触れるもの（ドアノブ・音響設備・共有備品（マット・バー等））は都度消毒

を行う。 
(4) 3密・接触を避けるために、できる限り更衣室の使用を控える。使用する場合には、人数

を制限するほか、会話せずに速やかに済ませ、最後に消毒・換気を行う。 
(5) トイレに消毒液が設置されている場合は使用前に消毒し、使用後は便座の蓋をしめてか

ら水を流す。 
(6) 手指を乾燥させる設備や布タオルは使用しない。使い捨てのペーパータオルが無い場合

にはマイタオルを持参する。 
 
 

4．ソーシャルディスタンスに関して （第3版からの変更無し） 
(1) 移動のために公共交通機関を利用する場合は、周囲の人となるべく距離を空ける（感染

予防の観点からは、できるだけ2m（最低1m）の距離を空けることが適当）。 
(2) チームメイト等と一緒に移動しない。 
(3) 選手・指導者以外の来場者（送り迎えの保護者等）に対しては、練習会場内への入室を

制限するなどして、3密を避ける行動をとる。 
(4) 練習会場内の動線を計画し（入口と出口を分ける等）、接触を減らすよう努める。 
(5) 練習中・休憩中の不要な会話は極力控えるとともに、距離を取って行う。 
(6) ミーティング等は練習会場ではなく、オンライン等で行う。 

 
 
5．練習段階の目安 （第3版からの変更有り） 

※ 別表を参照 
 
 
6．その他 

このガイドラインに限らず、行政機関や都道府県・市区町村が発信する情報の収集に努める
ことをお勧めします。 

参考：厚生労働省 
「新型コロナウイルス感染症について」ページ 「健康や医療相談の情報」 
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kenkou-iryousoudan.html 
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スポーツ庁 
「新型コロナウイルス感染対策 スポーツ・運動の留意点と、運動事例について」 
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/jsa_00010.html 

「社会体育施設の再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」 
https://www.mext.go.jp/sports/content/20200514-spt_sseisaku01-000007106_1.pdf 

「学校の体育の授業におけるマスク着用の必要性について」 
https://www.mext.go.jp/sports/content/20200522-spt_sseisaku01-000007433-1.pdf 
 

日本スポーツ協会 
「スポーツ活動再開時の新型コロナウイルス感染症対策と熱中症予防について」 
https://www.japan-sports.or.jp/news/tabid92.html?itemid=4164 
 

 
以上 

 
 
一般社団法人日本スポーツチア＆ダンス連盟 （TEL：03-5315-4101／E-mail：info@jfscheer.org） 
一般社団法人日本チアダンス協会 （TEL：03-6230-9671／E-mail：info@jcda.jp） 
一般社団法人Cheer&Dance Education （TEL：03-5216-5596／E-mail：info@cheer-edu.org） 
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5. 練習段階の目安 
 
・練習段階は、政府の専門家会議が2020年5月14日に発表した、感染状況に基づく都道府県の3区分を元に設定しています。 
・該当段階については、都道府県・市区町村の状況を踏まえて判断してください。 
・練習計画は、「1. 練習にあたって」「2. 個人（選手・指導者・責任者）の衛生に関して」「3. 施設・設備の衛生に関して」「4. ソーシャルディスタンスに関して」を確認の上、 
 こちらの「練習段階の目安」を参考に、団体・チームの状況に合わせて決定してください。 
【参考】厚生労働省「濃厚接触者とは」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q3-3 

 

 

コール モーション ダンス ジャンプ タンブリング パートナー
スタンツ

バスケット
トス ピラミッド

練習人数： 個人（人との接触を避ける） 練習人数： 個人（人との接触を避ける）

・個人で行うことのできる練習。
・自粛期間中の体力の低下を考慮し、無理のない範囲で短時間から行う。
・周囲に人がいる場合には、飛沫感染を避けるため発声を伴う練習は行わない。

・個人で行うことのできる練習。
・自粛期間中の体力の低下を考慮し、無理のない範囲で短時間から行う。
・周囲に人がいる場合には、飛沫感染を避けるため発声を伴う練習は行わない。

練習人数：収容人数50%を基本とし、少人数グループを推奨 練習人数：収容人数50%を基本とし、少人数グループを推奨

・個人練習や小グループに分けたチーム練習（振り付けを合わせる練習等）。
・ジャンプ・タンブリングの補助を行う場合にもメンバーを固定し、短時間に
 限定する。
・スタンツやフォーメーション移動を伴う練習も可能だが、短時間に限った
 練習を推奨。
・スタンツ実施の際は、体力の低下を考慮し無理のない範囲で短時間から行う。
・スタンツは固定メンバーで行い、スタンツ同士の間隔は2mあける。
・スタンツは習熟したものから段階を踏んで取り入れる。
・スタンツメンバーは声を出さず、カウントをかける場合はスタンツに関わって
 いないメンバーが行う。（ただし熱中症対策につとめる）

・個人練習や小グループに分けたチーム練習（振り付けを合わせる練習等）。
・ できる限り距離を保った上で行う。
・リフト・パートナリングなどの接触・対面を含む練習も可能だが、短時間に
 限った練習を推奨。
・接触技はメンバーを固定することが望ましい。
・フォーメーション移動を伴う練習も可能だが、短時間に限った練習を推奨。

練習人数：収容人数50%を基本とする 練習人数：収容人数50%を基本とする

・練習時間は選手の体力レベル・環境に合わせて延ばしていく。
・スタンツメンバーは声を出さず、カウントをかける場合はスタンツに関わって
 いないメンバーが行う。（ただし熱中症対策につとめる）
・バスケットトスの実施も可能だが、短時間に限った練習を推奨。

・練習時間は選手の体力レベル・環境に合わせて延ばしていく。

練習人数：各施設の規則に則って行う

・練習時間は選手の体力レベル・環境に合わせて延ばしていく。
・スタンツメンバーは声を出さず、カウントをかける場合はスタンツに関わって
 いないメンバーが行う。（ただし熱中症対策につとめる）
・ピラミッドの実施も可能だが、短時間に限った練習を推奨。

【3.感染観察】

チーム関係者(練習参加者や指導者等)に新型コロナ
ウイルス感染症の感染者や濃厚接触者がいない

活動地域において感染者の著しい増加がない

地域の学校や部活動が通常通り再開されている

練習を行う施設の使用許可がおりている

・

・

・

・

× ×◯ ◯ ◯ ◯ △ △

練習内容

チーム関係者(練習参加者や指導者等)に新型コロナ
ウイルス感染症の感染者や濃厚接触者がいない

緊急事態宣言が解除されている

地域の多くの学校や部活動がほぼ通常通り再開さ
れている

練習を行う施設の使用許可がおりている

・

・

・

・

× × ×

パフォーマンスチア

段階における技の実施可否
練習内容

△ × ×

第3段階

練習段階

第1段階

第2段階

△

◯× ◯ ◯

◯ ◯◯

第3段階

第4段階

状態

第1段階

第2段階

緊急事態宣言対象【1.特定警戒】

【2.感染拡大注意】

区分 参考基準 練習段階

チアリーディング

× ◯

◯

◯ ◯ ◯ ◯ △ △ △


